
8広報ところざわ平成 30年 3月号

手話通訳あり 予約保育あり／★は3月1日㈭から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994-0706へ（市外局番は04）

　
各
家
庭
に
配
布
し
ま
す
。
配
布
期
限
ま

で
に
届
か
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

① 

家
庭
の
資
源

と
ご
み
の
分

け
方
・
出
し

方
（
ご
み
カ

レ
ン
ダ
ー
）

配
布
期
限

　
３
月
23
日
㈮

問
資
源
循
環
推
進
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
６

②
健
康
ガ
イ
ド
と
こ
ろ
ざ
わ

配
布
期
限

　
３
月
30
日
㈮

◎
乳
幼
児
健
診

や
健
康
教
室
、

予
防
接
種
、
が

ん
検
診
（
申
し

込
み
は
が
き
付

き
）
な
ど
の
情

報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
保
健
医
療
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
８
５

国
民
年
金
の
届
け
出
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
開
始

　
平
成
30
年
３
月
か
ら
国

民
年
金
の
届
け
出
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
利
用
が
始
ま

り
ま
す
。
届
け
出
時
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は
基
礎

　
身
に
覚
え
が
あ
る
方
、
も
し
や
と
思
う

方
は
、
ま
ず
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
を
受

け
ま
し
ょ
う
。
検
査
は
市
HP
（

肝
炎
ウ

イ
ル
ス
）
、
給
付
金
は
市
HP
（

Ｃ
型
肝

炎
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
給
付
を
受
け
る
に
は
、
35
年
１
月
16
日

㈪
ま
で
に
国
を
相
手
と
す
る
裁
判
が
必
要

で
す
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
管
理
課

　
☎
２
９
９
１
‐
１
８
１
１

締
め
切
り
間
近
　
不
妊
検
査
費
を
助
成

　
夫
婦
そ
ろ
っ
て
受
け
た
不
妊
検
査
費
用

を
助
成
し
ま
す
。
平
成
30
年
１
月
ま
で
に

終
了
し
た
検
査
費
用
の
申
請
期
限
は
、
30

年
３
月
で
す
。

対
次
の
全
て
を
満
た
す
方

　
▼
申
請
時
に
法
的
な
婚
姻
関
係
が
あ
る

▼
検
査
開
始
時
に
妻
の
年
齢
が
42
歳
以
下

▼
指
定
医
療
機
関
で
夫
婦
そ
ろ
っ
て
不
妊

検
査
を
受
診

助
成
限
度
額

　
２
万
円
（
１
回
限
り
）

◎
詳
細
は
市
HP
（

不
妊
検
査
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
づ
く
り
支
援
課

　
☎
２
９
９
１
‐
１
８
１
３

ネ
ッ
ト
の
危
険
か
ら
子
ど
も
を
守
る
！

あ
ん
し
ん
ネ
ッ
ト

冬
休
み
・
新
学
期
一
斉
緊
急
行
動

　
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
「
あ
ん
し

ん
ネ
ッ
ト
冬
休
み
・
新
学
期
一
斉
緊
急
行

動
」
を
実
施
中
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
使
い
方
や
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
設
定
に

つ
い
て
ご
家
庭
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
青
少
年
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
０
３

固
定
遊
具
の
遊
び
方
に
注
意

育
英
・
遺
児
奨
学
金
制
度

　
経
済
的
理
由
で
就
学
困
難
な
市
内
在
住

の
素
行
良
好
・
成
績
優
秀
な
高
校
生
な
ど

に
、
奨
学
金
を
支
給
し
ま
す
。

◆
育
英
奨
学
金

対 

４
月
か
ら
高
校
・

高
専
な
ど
に
入
学

が
決
定
、
ま
た
は

現
在
在
学
中
で
４

月
以
降
も
在
学
予

定
の
生
徒
で
、
本

人
・
保
護
者
が
市

税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

支
給
額
　
月
額
５
千
円

◎
各
学
年
40
人
の
範
囲
内
で
支
給
を
決
定

し
ま
す
。

◆
遺
児
奨
学
金

対 

両
親
ま
た
は
父
母
の
い
ず
れ
か
を
亡
く

し
、
４
月
か
ら
高
校
・
高
専
な
ど
に
入

学
が
決
定
、
ま
た
は
現
在
在
学
中
で
４

月
以
降
も
在
学
予
定
の
生
徒
で
、
本
人

・
保
護
者
が
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

方
支
給
額

　
月
額
５
千
円

申 

問
３
月
30
日
㈮
ま
で
に
①
申
請
書
②
学

校
長
の
推
薦
書
③
誓
約
書
④
在
学
校
が

発
行
す
る
成
績
証
明
書
⑤
父
も
し
く
は

母
ま
た
は
父
母
双
方
の
死
亡
が
記
載
さ

れ
て
い
る
戸
籍
謄
本
ま
た
は
改
正
原
戸

籍
（
遺
児
奨
学
金
の
場
合
の
み
）
⑥
収

入
の
あ
る
家
族
全
員
の
平
成
29
年
中
の

所
得
証
明
（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）
を
市

役
所
２
階
こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８

‐
９
１
２
４
に
直
接

障
害
者
雇
用
推
進
企
業
支
援
補
助
金

　
障
害
者
を
雇
用
す
る
経
費
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。
事
前
の
登
録
が
必
要
で
す
。

雇
用
予
定
が
あ
る
市
内
事
業
者
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
産
業
振
興
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
５
７

出
産
や
手
術
で
大
量
出
血
し
た
方
に

Ｃ
型
肝
炎
特
措
法
の
給
付
金
を
支
給

　
平
成
６
年
頃
ま
で
に
出
産
や
手
術
で
大

量
出
血
な
ど
が
あ
り
、
特
定
の
血
液
製
剤

が
使
用
さ
れ
、
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感

染
し
た
方
は
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

年
金
番
号
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◎
届
け
出
ご
と
の
必
要
書
類
な
ど
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

▼
市
民
課
国
民
年
金
担
当
☎
２
９
９
８

‐
９
０
９
５
▼
所
沢
年
金
事
務
所
☎
２

９
９
８
‐
０
１
７
０

無
許
可
の
回
収
業
者
を
利
用
し
な
い
で
！

　
廃
家
電
や
粗
大
ご
み
な
ど
、
家
庭
ご
み

の
回
収
に
は
「
一
般
廃
棄
物
処
理
業
」
の

許
可
が
必
要
で
す
。
「
産
業
廃
棄
物
処
理

業
」
や
「
古
物
商
」
の
許
可
で
は
回
収
で

き
ま
せ
ん
。

　
高
額
な
料
金
請
求
や
、
回
収
品
の
不
法

投
棄
な
ど
の
事
例
も
あ
る
た
め
、
利
用
し

な
い
で
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
市
HP
（

不

用
品
回
収
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
資
源
循
環
推
進
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
６

市
内
小
・
中
学
校
に
通
学
す
る

児
童
生
徒
の
就
学
費
用
を
援
助

対 

経
済
的
理
由
で
お
困
り
の
世
帯
（
所
得

の
目
安
は
４
人
家
族
で
前
年
所
得
の
合

計
が
３
１
６
万
円
未
満
）

内 

▼
給
食
費
▼
学
用
品
費
▼
新
入
学
学
用

品
費
（
４
・
５
月
認
定
の
新
小
・
中
学

１
年
生
／
中
学
校
入
学
前
に
支
給
を
受

け
た
方
除
く
）
▼
林
間
学
校
費
▼
修
学

旅
行
費
▼
体
育
実
技
用
具
費
（
授
業
で

購
入
し
た
柔
道
着
）
▼
医
療
費
（
学
校

の
健
診
で
特
定
の
病
気
の
治
療
を
勧
告

さ
れ
た
も
の
）

留 

意
事
項
　
▼
申
請
は
毎
年
度
必
要
▼
年

度
途
中
の
申
請
は
毎
月
15
日
が
当
月
分

の
締
め
切
り
▼
１
月
２
日
以
降
の
転
入

者
は
、
収
入
の
あ
る
家
族
全
員
の
平
成

29
年
中
の
所
得
証
明
（
源
泉
徴
収
票
な

ど
）
が
必
要

申 

問
４
月
分
か
ら
の

　
援
助
は
、
４
月
16

　
日
㈪
ま
で
に
印
鑑
、

　
振
込
先
金
融
機
関

　
の
本
支
店
名
・
口

　
座
番
号
（
保
護
者

　
名
義
）
を
小
・
中

　
学
校
ま
た
は
市
役

　
所
６
階
教
育
総
務
課
☎
２
９
９
８
‐
９

　
２
３
２
に
直
接

日
３
月
８
日
㈭
午
後
６
時
〜

場
市
役
所
６
階
６
０
２
会
議
室

対 

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
が
過
半

数
を
構
成
す
る
団
体

◎
新
規
団
体
は
、
公
園
課
の
安
全
確
認
、

会
則
・
規
約
・
会
員
名
簿
の
添
付
が
必
要

で
す
。

問
公
園
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
６

遊
具
に
危
険
箇
所
が
な
い
か
確
認
し
た
り
、

安
全
に
遊
べ
る
よ
う
注
意
し
た
り
す
る
な

ど
、
遊
具
本
来
の
遊
び
方
で
使
用
す
る
こ

と
を
保
護
者
の
皆
さ
ん
か
ら
お
子
さ
ん
に

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
公
園
な
ど
で
遊
具
の
危
険
箇
所

を
見
つ
け
た
り
、
子
ど
も
が
危
な
い
遊
び

方
を
し
て
い
る
姿
を
見
か
け
た
り
し
た
際

は
、
声
を
掛
け
る
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
が

け
が
を
す
る
こ
と
な
く
安
全
に
遊
べ
る
よ

う
、
地
域
全
体
で
の
見
守
り
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

　
遊
具
の
破
損
な
ど
を
発
見
し
た
際
は
、

施
設
の
所
管
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
青
少
年
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
０
３

所
沢
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
ー
ク

多
目
的
広
場
利
用
申
し
込
み

申 

し
込
み
対
象
期
間
　
４
〜
７
月
（
水
曜

除
く
）

利 

用
区
分
　
▼
午
前
９
時
〜
正
午
▼
午
後

１
時
〜
４
時
（
終
日
利
用
も
可
）

施 

設
の
構
造
　
芝
生
70
ｍ
×
70
ｍ
、
フ
ェ

ン
ス
の
高
さ
３
ｍ
（
野
球
・
ソ
フ
ト
ボ

ー
ル
は
利
用
不
可
）

４
月
か
ら
ご
み
の
名
前
を
変
更

「
容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
」

　
平
成
30
年
４
月
か
ら
、
「
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
」
の
名
前
を
「
容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
」
に
変
更
し
ま
す
。
商
品
が
入
っ
て
い

た
プ
ラ
マ
ー
ク
付
き
の
容
器
や
包
装
が
対

象
で
す
。
ご
み
の
分
別
や
出

し
方
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

問
資
源
循
環
推
進
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
６

お
知
ら
せ

軽自動車税は、4月 1日現
在登録されている方に、その
年度分が全額課税されます。
年度途中で廃車にしても月割
の返還などはありません。
次に該当する場合は 3 月
30 日㈮までに申告してくだ
さい。

　▶廃棄処分した▶盗難にあ
った（警察への届け出とは別
に廃車の申告が必要）▶譲渡
した▶登録名義人が亡くなっ
た▶市外へ転出する
◎第三者に手続きを依頼した
場合は、手続きが完了してい
ることを確認してください。

車種 取り扱い窓口 手続きに必要なもの
原動機付自転車
（125㏄以下） 市役所 2階

市民税課
☎ 2998-9064

▶所沢市のナンバープ
レート▶印鑑▶標識交
付証明書▶譲渡証明書
（名義変更の場合）小型特殊自動車

軽二輪
（125㏄超～250㏄以下）

埼玉運輸支局
所沢自動車検査
登録事務所
☎ 050-5540-2029 取り扱い窓口にお問い合わせください

二輪の小型自動車
（250㏄超）

軽四輪など
軽自動車検査協会
埼玉事務所所沢支所
☎ 050-3816-3111

問市民税課☎ 2998-9064

平
成
30
年
度
版

①
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー

②
健
康
ガ
イ
ド
と
こ
ろ
ざ
わ
を
配
布

　
小
学
生
が
一
輪

車
練
習
用
の
固
定

遊
具
か
ら
バ
ラ
ン

ス
を
崩
し
て
落
下

し
、
股
間
を
強
打

し
て
尿
道
を
欠
損

す
る
と
い
う
、
大

き
な
事
故
が
発
生

し
ま
し
た
。

　
学
校
や
公
園
の
固
定
遊
具
で
遊
ぶ
際
は
、

軽自動車・バイクの申告は3月30日㈮まで！

ト
コ
ろ
ん
探
偵
団
と
同
時
開
催
！

古
き
良
き
文
化
を
楽
し
め
る
の
は
？

ヒ
ン
ト
・
５
面 

応
募
方
法
は
15
面

新し
ん

○
ん
八ぱ

ち
の
い
ち市

所
沢
市
広
報
課
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

　
ホ
ッ
ト
な
話
題
を
お
届
け

中
！
市
HP
（

フ
ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク
）か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
広
報
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２
４


